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災害時在宅生活支援施設について：導入の経緯

東日本大震災での被災者支援の課題

・避難所外避難者の把握が困難であった
・物資や情報が避難所外避難者へ行き渡らなかった
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在宅避難者の多数発生を想定

避難所へ避難せず、自宅で生活を継続する
在宅避難者が多数発生することを想定

02

在宅避難者（避難所外避難者）に対する支援拠点として
避難所以外に『災害時在宅生活支援施設』を整備

◆ 地区公会堂、公園などを指定
◆ 資機材を保管する倉庫も整備

（既存の倉庫がある場合は活用）
◆ 運営は地域の町会・自治会など
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災害時在宅生活支援施設について：主な役割

住民の
情報共有の場

01

自宅で被災生活を送る住民の生活を支援するための施設

ライフライン
物資の提供

02

◆ 地域の防災活動の拠点として活用
◆ 地域本部（自主防災組織）を通じて
市との連携を図る

◆ 在宅避難者の状況把握

◆ 仮設トイレの設置
◆ 炊き出しの実施
◆ 救援物資等の配給
◆ その他、地域の防災の活動の拠点
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災害時在宅生活支援施設について：施設の指定や資機材など

施設の指定

01

主な資機材

02

平時の活用

03

◆ 避難所等の防災拠点から比較的離れた地域であること
◆ 災害時の町会、自治会等の共助の取り組みに意欲的である地域や、
取り組みを始めるきっかけとしたい地域

◆ その他、町会の倉庫があるか、防災資機材を持っているか、など

◆ 炊き出し用品（炊き出し釜、薪、スタンドパイプセットなど）
◆ ライフライン用品（仮設トイレ、トイレットペーパーなど）
◆ その他資機材（テント、発電機、蓄電池など）
◆ 運営団体と協議し、希望する資機材など

◆ 資機材の配備、適切な管理
◆ 運営マニュアルの作成
◆ 運営マニュアルに基づいた訓練の実施
◆ 防災マップや出前講座による周知、在宅避難の啓発

災害時在宅生活支援施設の
マーク 5



災害時在宅生活支援施設について：現在の整備状況
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三鷹市

在宅生活支援施設

避難所

◆市内に７つの
コミュニティ住区

◆自主防災組織も７つ
（コミュニティ住区ごと）

◆市内１５か所を指定
（令和５年９月１日時点）

◆市内３３か所の指定避難所
小中学校、私立学校
コミュニティ・センターなど

市災害対策本部

◆三鷹中央防災公園・
元気創造プラザ



災害時在宅生活支援施設について：運営方法

開設基準

市内で災害が発生した場合や、市が開設を要請する場合
01

開設期間
災害発生から約２～３日後に開設

ライフラインが復旧した段階で閉鎖を想定
02

運営の担い手
町会・自治会など事前に指定した団体を中心に

施設利用者が協力して運営を実施する
03

支援対象者
施設の利用を希望するすべての市民

※施設利用者も運営に協力して利用する
04

物資
倉庫に配備している資機材を活用する

食料品など不足する場合、地域本部を通じて市と連携を図る
また、地域内で協力して物資の確保を図る
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災害時在宅生活支援施設について：運営方法（運営マニュアルの抜粋）
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かまどベンチ本部
（シェルター）

仮設トイレ
防災倉庫



災害時在宅生活支援施設について：リーフレット（在宅避難のすすめ）
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災害時在宅生活支援施設について：リーフレット（在宅避難のすすめ）
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